
令 和 年 月 日 執 行

衆議院小選挙区選出議員選挙

立候補届出関係書類記載例

鹿児島県選挙管理委員会





立候補届出関係書類について

１ 立候補届出関係書類及び選挙公報等の事前審査

立候補受付等の事務を円滑に行うため，次のとおり関係書類の事前審査を行いますので，御

協力をお願いします。

 日時 令和８年１月22日（木）～23日（金）

午前９時～午後５時まで

 場所 鹿児島県選挙管理委員会事務局（県庁６階市町村課内）

 事前審査の対象となる書類

ア 立候補届に必要な書類

(ｱ) 政党届出の場合

① 衆議院小選挙区選出議員選挙候補者届出書（政党届出）

② 政党その他の政治団体の綱領,党則,規約その他これらに相当するものを記載した文書

※ 名称保護の届出を行っている政党等でその内容に変更がないものは省略できる。

③ 候補者届出要件該当確認書

※ 名称保護の届出を行っている政党等でその内容に変更がないものは省略できる。

④ 候補者の重複届出をしていない旨の宣誓書

⑤ 候補者となることの同意書

⑥ 候補者となることができない者でない旨の宣誓書

⑦ 候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書

⑧ 供託証明書

⑨ 候補者の戸籍の謄本又は抄本

⑩ 通称認定申請書 ※通称認定を希望する場合

⑪ 通称を申請することについての候補者の承諾書 ※通称認定を希望する場合

⑫ 住民票（任意）

⑬ 履歴書（任意）

(ｲ) 本人届出の場合

① 衆議院小選挙区選出議員選挙候補者届出書（本人届出）

② 候補者となることができない者でない旨の宣誓書

③ 所属する政党（政治団体）に関する文書 ※無所属の場合不要

④ 団体所属証明書 ※無所属の場合不要

⑤ 供託証明書

⑥ 候補者の戸籍の謄本又は抄本

⑦ 通称認定申請書 ※通称認定を希望する場合

⑧ 住民票（任意）

⑨ 履歴書（任意）

(ｳ) 推薦届出の場合

① 衆議院小選挙区選出議員選挙候補者届出書（推薦届出）

② 候補者となることができない者でない旨の宣誓書

③ 所属する政党（政治団体）に関する文書 ※無所属の場合不要

④ 団体所属証明書 ※無所属の場合不要
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⑤ 供託証明書

⑥ 候補者の戸籍の謄本又は抄本

⑦ 候補者推薦届出承諾書

⑧ 選挙人名簿登録証明書

⑨ 通称認定申請書 ※通称認定を希望する場合

⑩ 住民票（任意）

⑪ 履歴書（任意）

イ 選挙公報関係書類

① 選挙公報掲載申請書 １部

② 選挙公報掲載文原稿 ２部

③ 公報掲載用写真（白黒）２葉

④ 選挙のお知らせ版作成用の原稿（②の写しにメモを記載したもの） １部

※ 選挙公報原稿保管用封筒に入れてお持ちください。公報原稿及び写真については，

事前審査終了後，お預かりします。

ウ 立候補届出後直ちに県選管に提出する必要のある文書

① 出納責任者選任届

② 選挙事務所設置届

③ 報酬を支給できる事務員等の届出書（候補者用綴）

④ 選挙運動のために使用するビラの届出書（候補者用綴）

⑤ 選挙運動のために使用するビラの証紙交付申請書（届出政党用綴）

 留意事項

ア 審査希望の日時を事前に県選挙管理委員会にお知らせください。

イ 立候補予定者及び書類持参者の印鑑をお持ちください。

ウ 届出書，申請書の日付は，本番の提出日（立候補届出日）を記入のこと。

エ 住所の確認に必要ですので，立候補予定者の住民票もお持ちください。
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衆議院議員総選挙に係る各種届出関係書類チェック表

１　立候補届出関係書類
（１）政党届出の場合

要補正 完了
1 候補者届出書（政党届出用） 公示日 1 選挙長 要
2 政党等の党則等を記載した文書 〃 1 〃 〃 名称保護省略可

3 候補者届出要件該当確認書 〃 1 〃 〃 名称保護省略可

4 重複届出をしていない旨の宣誓書 〃 1 〃 〃
5 候補者となることの同意書 〃 1 〃 〃

6
候補者となることができない者で
ない旨の宣誓書

〃 1 〃 〃

7
候補者となるべき者の選定手続等
を記載した文書及び宣誓書

〃 1 〃 〃

8 供託証明書 〃 1 〃 〃
9 候補者の戸籍の謄本又は抄本 〃 1 〃 〃

10 通称認定申請書（該当者のみ） 〃 1 〃
要

（注）

11
通称を申請することについての候
補者の承諾書（該当者のみ）

〃 1 〃 要

12 住民票（任意） 〃 1 〃 〃
13 履歴書（任意） 〃 1 〃 〃

（２）本人届出の場合

要補正 完了
1 候補者届出書（本人届出用） 公示日 1 選挙長 要

2
候補者となることができない者で
ない旨の宣誓書

〃 1 〃 〃

3
団体所属に関する文書
（無所属不要）

〃 1 〃 〃

4 団体所属証明書（無所属不要） 〃 1 〃 〃
5 供託証明書 〃 1 〃 〃
6 候補者の戸籍の謄本又は抄本 〃 1 〃 〃

7 通称認定申請書（該当者のみ） 〃 1 〃
要

（注）
8 住民票（任意） 〃 1 〃 要
9 履歴書（任意） 〃 1 〃 〃

（３）推薦届出の場合

要補正 完了
1 候補者届出書（推薦届出用） 公示日 1 選挙長 要

2
候補者となることができない者で
ない旨の宣誓書

〃 1 〃 〃

3
団体所属に関する文書
（無所属不要）

〃 1 〃 〃

4 団体所属証明書（無所属不要） 〃 1 〃 〃
5 供託証明書 〃 1 〃 〃
6 候補者の戸籍の謄本又は抄本 〃 1 〃 〃
7 候補者推薦届出承諾書 〃 1 〃 〃
8 選挙人名簿登録証明書 〃 1 〃 〃

9 通称認定申請書（該当者のみ） 〃 1 〃
要

（注）
10 住民票（任意） 〃 1 〃 要
11 履歴書（任意） 〃 1 〃 〃

番号 提出書類 提出日 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考

番号 提出書類 提出日 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考

番号 提出書類 提出日 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考

（注）政見放送又は経歴放送において通称を使用する者は，その申込みまでに，通称認定申請書の
    事前審査（県委員会）を受けること。なお，他の立候補届出関係書類の事前審査は審査期間を
    設けているが，本件については，随時，事前審査を受け付ける。
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衆議院議員総選挙に係る各種届出関係書類チェック表

２　選挙公報関係書類

要補正 完了
1 選挙公報掲載申請書 公示日 1 県委員会 要
2 選挙公報掲載文原稿 〃 2 〃 〃
3 公報掲載用写真（白黒） 〃 2 〃 〃 13㎝×9㎝
4 選挙のお知らせ版作成用の原稿 〃 1 〃 〃

３　上記１，２の外，立候補届出後に提出する必要のある書類等

要補正 完了

1 選挙事務所設置届・異動届（候補者） 直ちに 各1
県委員会
市町村委員

要 候補者用綴

2 選挙事務所設置届・異動届（届出政党） 直ちに 各1 県委員会
市町村委員

〃 届出政党用綴

3 出納責任者選任届・異動届 直ちに 1 県委員会 〃
4 報酬を支給できる事務員等の届出書 直ちに 1 県委員会 〃 候補者用綴

5
選挙運動のために使用するビラの
届出書

頒布する前
1

(ビラ５枚
添付)

県委員会 〃 候補者用綴

6
選挙運動のために使用するビラの
証紙交付申請書

頒布する前
1

(ビラ５枚
添付)

県委員会 〃 届出政党用綴

４　政見放送関係（政見放送申込書関係綴・候補者用綴）

要補正 完了

1 政見放送申込書 1 放送事業者 否 様式１
2 候補者経歴書（写真含む） 1 〃 否 候補者用綴

５　開票立会人関係（届出政党用綴・候補者用綴）

要補正 完了

1 開票立会人となるべき者の届出書
選挙期日
の３日前
の日

1 市町村委員会 任意

2 開票立会人となるべき者の承諾書 〃 1 〃 任意

６　選挙立会人関係（届出政党用綴・候補者用綴）

番号 提出書類 提出期限 提出部数 提出先
事前審査
の要否

備考

1 選挙立会人となるべき者の届出書
選挙期日
の３日前
の日

1 選挙長 任意

2 選挙立会人となるべき者の承諾書 〃 1 〃 任意

番号 提出書類 提出期限 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考

番号 提出書類 提出期限 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考

番号 提出書類 提出日 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考

番号 提出書類 提出期限 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考

事前審査結果
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衆議院議員総選挙に係る各種届出関係書類チェック表

７　選挙公営関係契約締結の届出関係（選挙運動公営関係諸届出用紙綴）

要補正 完了

1
選挙運動用自動車の使用の契約届
出書
（契約書写し添付）

契約後直ち
に（提出は
公示日以
降）

1 県委員会 要

2 選挙運動用自動車燃料代確認申請書 公示日以降 1 〃 〃
3 選挙運動用自動車使用証明書 支払請求前 1 契約業者 任意

（請求書・請求内訳書：確認書及び上記３添付） 1 業者等→県 否 － －

4
通常葉書作成契約届出書
（契約書写し添付）

契約後直ち
に（提出は
公示日以
降）

1 県委員会 要

5 通常葉書作成枚数確認申請書 公示日以降 1 〃 〃
6 通常葉書作成証明書 支払請求前 1 契約業者 任意

（請求書・請求内訳書：確認書及び上記６添付） 1 業者→県 否 － －

7
ビラ作成契約届出書
（契約書写し添付）

契約後直ち
に（提出は
公示日以
降）

1 県委員会 要

8 ビラ作成枚数確認申請書 公示日以降 1 〃 〃
9 ビラ作成証明書 支払請求前 1 契約業者 任意

（請求書・請求内訳書：確認書及び上記9添付） 1 業者→県 否 － －

10
選挙事務所用立札・看板作成契約
届出書
（契約書写し添付）

契約後直ち
に（提出は
公示日以
降）

1 県委員会 要

11 選挙事務所用立札・看板作成数確認申請書 公示日以降 1 〃 〃
12 選挙事務所用立札・看板作成証明書 支払請求前 1 契約業者 任意

（請求書・請求内訳書：確認書及び上記12添付） 1 業者→県 否 － －

13
自動車等取付用立札・看板作成契
約届出書
（契約書写し添付）

契約後直ち
に（提出は
公示日以
降）

1 県委員会 要

14 自動車等取付用立札・看板作成数確認申請書 公示日以降 1 〃 〃
15 自動車等取付用立札・看板作成証明書 支払請求前 1 契約業者 任意

（請求書・請求内訳書：確認書及び上記15添付） 1 業者→県 否 － －

16
個人演説会場立札・看板作成契約
届出書
（契約書写し添付）

契約後直ち
に（提出は
公示日以
降）

1 県委員会 要

17 個人演説会場立札・看板作成数確認申請書 公示日以降 1 〃 〃
18 個人演説会場立札・看板作成証明書 支払請求前 1 契約業者 任意

（請求書・請求内訳書：確認書及び上記18添付） 1 業者→県 否 － －

19
ポスター作成契約届出書
（契約書写し添付）

契約後直ち
に（提出は
公示日以
降）

1 県委員会 要

20 ポスター作成枚数確認申請書 公示日以降 1 〃 〃
21 ポスタ－作成証明書 支払請求前 1 契約業者 任意

（請求書・請求内訳書：確認書及び上記21添付） 1 業者→県 否 － －

番号 提出書類 提出期限 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考
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衆議院議員総選挙に係る各種届出関係書類チェック表

８　選挙運動費用収支報告書関係（候補者用綴）

番号 提出書類 提出期限 提出部数 提出先
事前審査
の要否

備考

1
選挙運動費用収支報告書
（支出：領収書等の写し添付）

選挙期日
から15日
以内

1 県委員会 否 － －

2
選挙運動費用収支報告書追加報告
（支出：領収書等の写し添付）

収支があっ
た日から７
日以内

1 〃 否 － －

９　供託金関係

番号 提出書類 返還開始 提出部数 提出先
事前審査
の要否

備考

1
供託証明書返還請求書
　　（選挙後別途通知します）

選挙及び
当選の効
力に関す
る争訟提
起期限の
翌日以降

1 県委員会 否 － －

10　選挙運動用ポスタ－関係

要補正 完了

1 選挙運動用ポスタ－（政党ポスター）
事前審査
期間中

1 県委員会 任意

2 選挙運動用ポスタ－（５号ポスター） 〃 1 〃 〃

1１　個人・政党演説会関係

要補正 完了

1 公営施設使用の政党演説会開催申出書
開催日前
２日まで

1 市町村委員会 任意 届出政党用綴

2 公営施設使用の個人演説会開催申出書 〃 1 〃 〃 候補者用綴

事前審査結果

事前審査結果

番号 提出書類 提出期限 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考

※届出政党の使用する選挙運動用ポスターの証紙については，県委員会が別途準備する「選挙運動用ポスター検印票」
に交付希望枚数等を記入して交付を受けること。なお，交付を受ける際は，ポスターを持参すること。

番号 提出書類 提出日 提出部数 提出先
事前審査
の要否

事前審査結果
備考
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番号 枚数

1 3

2 3

3 3

4 3

5 3

6 3

7 3

8 3

9 3

10 3

11 3

12 2

13 5

14 5

15 10

16 10

17 10

18 3

19 3

20 3

21 2委任状

選挙立会人となるべき者の承諾書

選挙運動のために使用するビラの証紙交付申請書

公営施設使用の政党演説会開催申出書

選挙事務所設置届出書

候補者となることができない者でない宣誓書

候補者となるべき者の選定手続等文書，宣誓書

選挙事務所異動届出書

代表者の宣誓書（添付書類2）

政治団体の得票総数を記載した文書（届出要件確認書）

候補者の通称認定申請

立 候 補 届 出 用 紙 一 覧 表 （ 候 補 者 届 出 政 党 用 ）

用 紙 の 種 別 備 考

通称認定申請の候補者の承諾書

法第87条第3項の宣誓書（重複立候補していない宣誓書）

候補者となることについての同意書

衆議院議員等の氏名を記載した文書（届出要件確認書）

衆議院議員等の承諾書（添付書類1）

開票立会人となるべき者の承諾書

選挙立会人となるべき者の届出書

開票立会人となるべき者の届出書

政党その他の政治団体の候補者の届出書（政党届出）

出納責任者選任届出書（候補者が届け出ない場合）
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番号 枚数

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 5

10 5

11 3

12 20

13 5

14 4

15 12×3組

16 10

17 10

18 2

19 2

20 5

21 2

候補者届出書(本人届出）

候 補 者 届 出 用 紙 一 覧 表 （ 候 補 者 用 ）

用 紙 の 種 別 備 考

宣誓書

推薦届出の場合のみ

通称認定申請書

候補者推薦届出書（推薦届出）

候補者推薦届出承諾書

　所属する政党に関する文書

　団体所属証明書

同 上

同 上選挙人名簿登録証明書

選挙事務所設置届出書

選挙事務所異動届出書

出納責任者選任届出書

委任状

選挙立会人となるべき者の承諾書

選挙運動のために使用するビラの届出書

選挙立会人となるべき者の届出書

公営施設使用の個人演説会開催申出書

報酬を支給できる事務員等の届出書

選挙運動費用収支報告書

開票立会人となるべき者の届出書

開票立会人となるべき者の承諾書

候補者経歴書

8



八 七 六 五 四 三 二 一

代
　
　
表
　
　
者

氏

名

ふ

り

が

な

職

業

選

挙

候
補
者
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

備

考

衆
議
院
議
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
職
名

供
託
証
明
書

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
又
は
衆

議
院
名
簿
登
載
者
と
し
よ
う
と
す
る
者

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
政
党
届
出
）

本

籍
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

一
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス

〒　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

電
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

名

称

ふ

り

が

な

本
部
の
所
在
地

住

所

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
関
す
る
事
項

候
補
者
に
関
す
る
事
項

（

満
　
　
　
歳
）

令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
　
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区

性

別

生

年

月

日

一
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス

殿

候
補
者
の
重
複
届
出
を
し
て
い
な
い
旨
の
宣
誓
書

候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
手
続
等
を
記
載
し
た
文
書
及
び
宣
誓
書

候
補
者
と
な
る
こ
と
の
同
意
書

候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
旨
の
宣
誓
書

　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
鹿
児
島
県
第
　
　
区
　
選
挙
長

右
の
通
り
関
係
書
類
を
添
え
て
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
を
し
ま
す
。

令
和
　
年
　
月
　
日

本

部

の

所

在

地

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
綱
領
、

党
則
、

規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
記
載
し
た
文
書

候
補
者
届
出
要
件
該
当
確
認
書

添
付
書
類

代
表
者
の
氏
名

9

ま
る
ま
る
さ
ん
か
く
さ
ん
か
く
と
う

○　

○　

△　

△　

党

○
○
○　

○
○
○
○

東
京
都
○
○
区
○
○
町
七
丁
目
八
番
九
号

丁
野　

四
郎

○
○　

○
○
○
○　

○
○
○
○

か
ご
し
ま　

は
な
こ

鹿
児
島　

花
子

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
乙
町
一
丁
目
二
番
地

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

昭
和
○

○

○

○
○
株
式
会
社
代
表
取
締
役

h
ttp

s://w
w

w
.p

re
f.k

a
g
o
sh

im
a
.jp

/k
e
n
se

i.h
tm

l

○

女

h
ttp

s://w
w

w
.p

re
f.k

a
g
o
sh

im
a
.jp

/k
e
n
se

i/se
n
k
y
o
.jp

/

○

該
当

●

●

●

○
○
△
△　

党

東
京
都
○
○
区
○
○
町
七
丁
目
八
番
九
号

丁
野　

四
郎

丙
野　

三
郎

●

衆
議
院
名
称
届
出
政
党
に
つ
き
右
記
一
及
び
二
を
省
略

該当がない場合は空欄で差し支えない。

選挙期日現在の満年齢

戸籍謄本（抄本）・住民票に記載のとおり
記入すること。

戸籍に記載のとおり
記入すること。

記載例

各書類を通じ，届出日は立候補届出当日
の日付を記入すること。

■

■

■

https://www.pref.kagoshima.jp/kensei.html
https://www.pref.kagoshima.jp/kensei/senkyo.jp/


宣

誓

書

　
本
政
党
（
政
治
団
体
）
は
、
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
　
区
に
お
い
て
、

重
ね
て
候
補
者
の
届
出
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

本
部
の
所
在
地

代
表
者

令
和
　
年
　
月
　
日政

党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

10

●

●

●

○

○
○
△
△　

党

東
京
都
○
○
区
○
○
町
七
丁
目
八
番
九
号

丁
野　

四
郎

記載例

■

■

■



殿

代
　
　
表
　
　
者

住
　
　
所

候

補

者

と

な

る

こ

と

の

同

意

書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
党
（
政
治
団
体
）
の
届
出
に
係
る
候
補
者
と
な
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

氏
　
　
名

令
和
　
年
　
月
　
日

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

11

●

○
○
△
△

○
○
△
△　

党

丁
野　

四
郎

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

鹿
児
島　

花
子

記載例

●

●

●

■

■

■



令
和
　
年
　
月
　
日

住
　
所

氏
　
名

宣

誓

書

　
私
は
、
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
の
八
（
被
選
挙
権
の
な
い
者
等
の
立
候
補
の
禁
止
）
第
一
項
、
第
八
十
七
条
（
重
複
立
候
補
等

の
禁
止
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
八
十
七
条
の
二
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
た
る
こ
と

を
辞
し
た
者
等
の
立
候
補
制
限
）
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
（
総
括
主
宰
者
、
出
納
責
任
者
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る
公
職
の
候
補
者

等
で
あ
っ
た
者
の
当
選
無
効
及
び
立
候
補
の
禁
止
）
又
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
（
組
織
的
選
挙
運
動
管
理
者
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ

る
公
職
の
候
補
者
等
で
あ
っ
た
者
の
当
選
無
効
及
び
立
候
補
の
禁
止
）
の
規
定
に
よ
り
令
和
 
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙

区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

12

●

鹿
児
島　

花
子

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

記載例

●

●

●

■

■

■



殿

候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
手
続
等
を
記
載
し
た
文
書
及
び
宣
誓
書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
け
る
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
が
、
右

記
の
選
定
機
関
及
び
選
定
手
続
に
よ
り
、
令
和
　
年
　
月
　
日
に

に
お
い
て
適
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

構

成

員

の

選

出

方

法

選
定
機
関
の
名
称

候

補

者

と

な

る

べ

き

者

の

選

定

手

続

代
表
者

　
　
　
令
和
　
年
　
月
　
日

　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
け
る
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
機
関

及
び
選
定
手
続
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
令
和
　
年
　
月
　
日

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

本
部
の
所
在
地

代
表
者

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
鹿
児
島
県
第
　
　
区
　
選
挙
長

記

構

成

員

の

数

候
補
者
と
な
る

べ
き
者
の
選
定

機
関

名

称

13

○
○
△
△　

党

東
京
都
○
○
区
○
○
町
七
丁
目
八
番
九
号

丁
野　

四
郎

●

丙
野　

三
郎

○
○
○
○
候
補
者
選
定
委
員
会

○
○　

人

中
央
○
○
委
員
会
に
お
い
て
指
名

○
○
委
員
会
の
小
委
員
会
で
案
を
作
成
し
候
補
者
選
定
委
員
会
で
決
定

●

○
○
△
△
党
本
部

○
○
○
○
候
補
者
選
定
委
員
会

○
○
△
△　

党

丁
野　

四
郎

記載例

■

■

■

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●

■

■

■



　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
八
十

八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
右
の
呼
称
を
通
称
と
し
て
認
定
さ
れ
た
く
申
請
し
ま
す
。

候

補

者

　
ふ
　
り
　
が
　
な

氏

名

呼  
ふ
　
り
　
が
　
な

称

通
　
称
　
認
　
定
　
申
　
請
　
書

本

部

の

所

在

地

代

表

者

備
考
　
こ
の
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
当
該
呼
称
が
戸
籍
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
広
く
通
用

し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
資
料
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

殿

令
和
　
年
　
月
　
日

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
鹿
児
島
県
第
　
　
区
　
選
挙
長

政

党

そ

の

他

の

政

治

団

体

の

名

称

14

か
ご
し
ま 

　

は
な
こ

鹿
児
島　

花
子

か
ご
し
ま　

花
子

は
な
こ

●

○
○
△
△　

党

東
京
都
○
○
区
○
○
町
七
丁
目
八
番
九
号

丁
野　

四
郎

丙
野　

三
郎

●

記載例

●

●

●

■

■

■

単に戸籍名を仮名書きする場合を除いては，その
呼称が広く通用していることを証するに足りる資
料（著書，公的書類等）を提示すること。



殿

代
表
者

　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
八
十

八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
右
の
呼
称
を
通
称
と
し
て
申
請
す
る
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。

候

補

者

　
ふ
　
り
　
が
　
な

氏

名

呼  
ふ
　
り
　
が
　
な

称

承
　
　
　
諾
　
　
　
書

令
和
　
年
　
月
　
日

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

住

所

氏

名

15

か
ご
し
ま 

　

は
な
こ

鹿
児
島　

花
子は

な
こ

か
ご
し
ま　

花
子

●

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

鹿
児
島　

花
子○

○
△
△　

党

丁
野　

四
郎

記載例

●

●

●

■

■

■



五 四 三 二 一

　
一
　
「

生
年
月
日
」

欄
の
年
齢
は
、

選
挙
の
期
日
現
在
の
満
年
齢
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

　
　
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。

た
だ
し
、

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合

　
四
　
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ

て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ

て
は
委
任
状
の
提

　
　
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
　
「

一
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
」

欄
に
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
た
め
に
利
用
す
る
一
の
ウ
ェ
ブ
サ

　
二
　
「

職
業
」

欄
に
は
、

職
業
を
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添

付

書

類

衆

議

院

議

員

と

兼

ね

る

こ

と

が

で

き

な

い

職

に

あ

る

者

に

つ

い

て

は

そ

の

職

名

選

挙

 
一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス

職

業

生

年

月

日

供
託
証
明
書

団
体
所
属
証
明
書

団
体
所
属
に
関
す
る
文
書

　
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
旨
の
宣
誓
書

住

所

本

籍

候

補

者
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
本
人
届
出
）

令
和
　
年
　
月
　
日

令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区

氏（
ふ
り
が
な
）

 
 
名

候
補
者
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本氏

名

（
満
　
　
　
歳
）

殿

性
別

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
鹿
児
島
県
第
　
区
　
選
挙
長

右
の
と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て
立
候
補
の
届
出
を
し
ま
す
。
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か
ご
し
ま 

　

は
な
こ

鹿
児
島　

花
子

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
乙
町
一
丁
目
二
番
地

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

昭
和
○
年
○
月
○
日

○
○
株
式
会
社
代
表
取
締
役

○●

鹿
児
島　

花
子

丙
野　

三
郎

h
ttp

s://w
w

w
.p

re
f.k

a
g
o
sh

im
a
.jp

/k
e
n
se

i.h
tm

l

女

記載例

■

■

■

●

●

●

●

戸籍に記載のとおり
記入すること。

選挙期日現在の満年齢

戸籍謄本（抄本）・住民票に記載のとおり
記入すること。

該当がない場合は空欄で差し支えない。

各書類を通じ，届出日は立候補届出当日
の日付を記入すること。

https://www.pref.kagoshima.jp/kensei.html


宣

誓

書

住

所

氏

名

令
和
　
年
　
月
　
日

　
私
は
、
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
の
八
（
被
選
挙
権
の
な
い
者
等
の
立
候
補
の
禁
止
）
第
一
項
、
第
八
十
七
条
（
重
複
立
候
補
等
の
禁

止
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
八
十
七
条
の
二
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
た
る
こ
と
を
辞
し
た
者

等
の
立
候
補
制
限
）
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
（
総
括
主
宰
者
、
出
納
責
任
者
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
等
で
あ
っ
た
者
の
当

選
無
効
及
び
立
候
補
の
禁
止
）
又
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三
（
組
織
的
選
挙
運
動
管
理
者
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
等
で
あ
っ

た
者
の
当
選
無
効
及
び
立
候
補
の
禁
止
）
の
規
定
に
よ
り
令
和
 
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第

区
に
お
い
て
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

17

●

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

鹿
児
島　

花
子

記載例

●

●

●

■

■

■



　
　
　
通
用
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
資
料
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
鹿
児
島
県
第
　
　
区
　
　
選
挙
長

　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
八
十

八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
右
の
呼
称
を
通
称
と
し
て
認
定
さ
れ
た
く
申
請
し
ま
す
。

候

補

者

　
ふ
　
り
　
が
　
な氏

名

呼 
ふ
　
り
　
が
　
な

称

　
備
考
　
こ
の
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
当
該
呼
称
が
戸
籍
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
広
く

通
　
称
　
認
　
定
　
申
　
請
　
書

殿

令
和
　
年
　
月
　
日住

所

氏

名

18

鹿
児
島　

花
子

か
ご
し
ま 

　

は
な
こ

か
ご
し
ま　

花
子

は
な
こ

●

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

鹿
児
島　

花
子

●

丙
野　

三
郎

記載例

●

●

●

■

■

■

単に戸籍名を仮名書きする場合を除いては，その
呼称が広く通用していることを証するに足りる資
料（著書，公的書類等）を提示すること。



殿

候

補

者

（
満
　
　
　
歳
）

添

付

書

類

衆
議
院
議
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
職
名

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
推
薦
届
出
）

選

挙

職

業

生

年

月

日

住

所

本

籍

　
　
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。

た
だ
し
、

推
薦
届
出
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 
一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス

氏
　
名

年
　
　
月
　
　
日
生

令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
　
区

右
の
と
お
り
推
薦
届
出
を
し
ま
す
。

令
和
　
年
　
月
　
日

　
一
　
「

生
年
月
日
」

欄
の
年
齢
は
、

選
挙
の
期
日
現
在
の
満
年
齢
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

性
別

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
鹿
児
島
県
第
　
　
区
　
選
挙
長

一
　
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
な
い
旨
の
宣
誓
書

二
　
団
体
所
属
に
関
す
る
文
書

三
　
団
体
所
属
証
明
書

四
　
供
託
証
明
書

五
　
候
補
者
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

六
　
候
補
者
の
承
諾
書

七
　
選
挙
人
名
簿
登
録
証
明
書

　
三
　
「

一
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
」

欄
に
は
、

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
た
め
に
利
用
す
る
一
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
を
記

　
四
　
推
薦
届
出
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ

て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当

氏（
ふ
り
が
な
）

　
　
名

備
考

年
　
　
月
　
　
日
生

　
　
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

推
薦
届
出
者

住
　
所

推
薦
届
出
者

氏
　
名

住
　
所

　
二
　
「

職
業
」

欄
に
は
、

職
業
を
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

19

か
ご
し
ま  

　

は
な
こ

鹿
児
島　

花
子

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
乙
町
一
丁
目
二
番
地

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

昭
和
○
年
○
月
○
日

○
○
株
式
会
社
代
表
取
締
役

h
ttp

s://w
w

w
.p

re
f.k

a
g
o
sh

im
a
.jp

/k
e
n
se

i.h
tm

l

○

女

●

■

■

■

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
乙
町
一
丁
目
三
番
地

鹿
児
島　

太
郎

昭
和
○    

○ 

　

○

丙
野　

三
郎

●

記載例

●

●

●

戸籍に記載のとおり
記入すること。

選挙期日現在の満年齢

戸籍謄本（抄本）・住民票に記載のとおり
記入すること。

該当がない場合は空欄で差し支えない。

各書類を通じ，届出日は立候補届出当日
の日付を記入すること。

https://www.pref.kagoshima.jp/kensei.html


令
和
　
年
　
月
　
日

候
　
補
　
者
　
推
　
薦
　
届
　
出
　
承
　
諾
　
書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
け
る
候
補
者
と
な
る
こ
と
を
承
諾
し
ま

す
。

推
薦
届
出
者

殿

住

所

氏

名

20

●

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

鹿
児
島　

花
子

鹿
児
島　

太
郎

記載例

●

●

●

■

■

■



市 村

郡 市

町 村

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

選

挙

人

名

簿

登

録

証

明

書

都

道

印

府

県

　
右
の
者
は
、
本
町
に
お
い
て
令
和
　
年
　
月
　
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

住

所

氏

名

令
和
　
年
　
月
　
日

21

記載例

○
○
市
町

村
選
挙
管

理
委
員
会

委
員
長
印

○
○
○
○

○

○
○

○

○
○

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
乙
町
一
丁
目
三
番
地

鹿
児
島　

太
郎

○

○

○

○

○

○

○



所
属
す
る
政
党
（
政
治
団
体
）
に
関
す
る
文
書

　
私
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
党
（
政
治
団
体
）
に
所
属
す
る
者
で
あ
り
ま
す
。

住

所

氏

名

令
和
　
年
　
月
　
日

22

鹿
児
島　

花
子

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

○
○
△
△

記載例

○

○

○



団
　
体
　
所
　
属
　
証
　
明
　
書

　
　
　
氏
名

　
　
　
住
所

　
右
の
者
は
、

本
政
党
（

政
治
団
体
）
に
所
属
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

令
和
　
年
　
月
　
日

代

表

者

（

支

部

長

、

責

任

者

）

政

党
（

支

部
）

（

政

治

団

体

名
）

23

○
○
△
△　

党

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
甲
町
一
丁
目
二
番
三
号

鹿
児
島　

花
子

丁
野　

四
郎

○

○

○

記載例



殿

1

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区候補者

2 事務所の所在地

市 町
郡 村 番地

連絡電話番号 局 番

3 設置年月日 令和　年　月　日

1

2
3
4 　候補者又は推薦届出者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出
を，その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本
人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，候補者又は推薦届出者本人の署名そ
の他の措置がある場合はこの限りではない。

　推薦届出者が設置したときは候補者の承諾書を添付すること。

届出人

備 考

　この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所設置所在地の市町村選挙管理委員会
に届け出ること。
　選挙事務所を設置し得る者は，候補者又は推薦届出者でなければならない。

（　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　方  ）

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

候補者氏名

住 所

氏 名

選 挙 事 務 所 設 置 届

24

鹿児島県鹿児島市甲町１丁目２番３号

鹿児島　花子

松下良成
鹿児島県

鹿児島　花子

○

鹿児島 甲 １丁目３ 新町ビル
　105番地

○○○　 ○○○ 　 ○○○○

○○○

記載例
○　○　○

選挙事務所を設置したときには直ちに提出すること。
（県及び設置市町村各通）

（県あて）



殿

1

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区候補者

2 事務所の所在地

市  町
郡 村 番地

　　　連絡電話番号 （　　　　　　） 局 番

市 町
郡 村 番地

3 異動年月日 令和　年　月　日

1

2

選 挙 事 務 所 異 動 届

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

 この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所異動関係の市町村選挙管理委員会に
届け出ること。

備 考

新　　鹿児島県

旧　　鹿児島県

（　　　　　　　　　　　　方  ）

　候補者又は推薦届出本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出
を，その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本
人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，候補者又は推薦届出本人の署名その
他の措置がある場合はこの限りではない。

（　　　　　　　　　　　　方  ）

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

届出人 住 所

候補者氏名

氏 名

25

記載例

○○○
○○○○

鹿児島県鹿児島市甲町１丁目２番３号

鹿児島　花子

○○○

鹿児島　花子

○

鹿児島 甲
１丁目３

新町ビル
　105番地

鹿児島 丙 ４丁目
　５番６号

○○○　 ○○○  　 ○○○○

桜島　次郎

○○○

（設置市町村あて）



届出人等

氏名(名称）

1

2

3

4

5

6   公職の候補者又は推薦届出者又は政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認
書類の提示又は提出を，その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び
当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，公職の候補者又は推薦届
出者又は政党の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

  推薦届出者が出納責任者を選任した場合で，推薦届出者が数人あったときは，その代表
者たることを証する書面を添付すること。

候補者氏名

  出納責任者の異動又は出納責任者の職務代行の届出は，この選任届出の例によりその年
月日を付して届け出ること。

　衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区候補者

備　考
  この届出をした後でなければ，公職の候補者の推薦，支持又は反対その他の運動のため
に，いかなる名義をもってするを問わず公職の候補者のために寄附を受け，又は支出をす
ることができず，又は公職の候補者又は推薦者が寄附を受けることもできない。

  推薦届出者が出納責任者を選任したときは，その選任につき公職の候補者の承諾書を添
付すること。

令和　年　月　日選任年月日

松 下 良 成 殿鹿児島県選挙管理委員会委員長　　

出 納 責 任 者 選 任 届

　令和　年　月　日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区における出
納責任者を下記のとおり選任しましたので，公職選挙法第180条第３項の規定により届け
出ます。

記

出納責任者

令和　年　月　日

住 所

　候補者届出政党が届出人の場合は，届出人等の欄は当該政党名を記載すること。

　　　　　年　　　月　　　日

氏 名

住 所

職 業

生 年 月 日

　　　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　　　）
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新燃　三郎
鹿児島県鹿児島市丁町７丁目８番９号

会社員

○○○－○○○－○○○○

○○昭和○

○○○

○○○

鹿児島　花子

●

●

鹿児島県鹿児島市甲町１丁目２番３号

鹿児島　花子

記載例

■　■　■



殿

前
後
前
後

1
2
3

4

5

6

申出人

令和　年　月　日　

　電話番号　　　　　　　局　　　　　　　　　番

公職選挙法第163条の規定により次のとおり申し出ます。

選挙別及び
所属選挙区

候 補 者

　　　選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

氏
ふりがな

　名

使用すべき施設

令和　年　月　日
午

午
開催すべき日時

住　所

連絡先

所在地

時

氏　名

　衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区候補者

分まで

公営施設使用の個人演説会開催申出書

時

分より

名　称

令和　年　月　日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の
鹿児島県第　　区

党派別

　前項の自己負担のときは，申出と同時に公職選挙法施行令第120条による納付す
べき額を納付しなければならない。

費用の負担区分

備　考

　この申出は開催すべき期日前２日までに届け出ること。
　候補者は公職選挙法施行令第119条第３項による附加設備をするときは，この申
出と同時にその旨を申し出なければならない。

　公職の候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，そ
の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確
認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，公職の候補者本人の署名その他の措置
がある場合はこの限りではない。

　申出書は，必ずこの様式によらなければならない。

　費用の負担区分欄には，施設の無料使用による国庫負担又は公職選挙法施行令第
120条による自己負担の区分（国庫負担又は自己負担）を記載しなければならな

27

記載例

鹿児島県鹿児島市甲町１丁目２番３号

鹿児島　花子

○○○

○○○○

鹿児島　花子

●

●

かごしま　　はなこ

○○△△党

○○○　　　○○○○

○ ○○
５　　00

８　　00

鹿児島市鴨池町６丁目３番３号

鹿児島福祉館

国庫負担

■　■　■

施設が所在する市町村の選挙管理委員会あて

○　○　○



住　　　　　　　　所 年齢 性別
使用する者

の別
使用する期間 備　考

令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで

　 　
令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで
　

　 　
令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで
　

　 　
令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで
　

　 　
令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで
　

　 　
令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで
　

　 　
令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで
　

令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで

令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで

　 　
令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで
　

令和６年 月 日から

令和６年 月 日まで

氏　名

届　出　書
令和６年　　月　　日

　鹿児島県選挙管理委員会委員長　松下　良成　殿 

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　区候補者　　　　　　　　　　　　　　　　

　公職選挙法第197条の２第２項の規定により報酬を支給する者を次のとおり届け出ます。

記

28

鹿児島 太郎

乙山　一子 鹿児島市○○町
○○番地

車上運動員

丙野　一郎

丁川　月子

鹿児島市○○町
○○番地

鹿児島市○○町
○○番地

事務員

手話通訳者

○女

○

○女

男

記載例

○

その者を「使用する前に」提出すること。

●　 ●　  ●

●　●　●

●　●　●

●　●　●

●　●　●

●　●　●

●　●　●

公示日以降の日付を記入



衆 議 院 小 選 挙 区 選 出 議 員 選 挙 鹿 児 島 県 第 　 　 区

右 の と お り 提 出 し ま す 。

縦 四 セ ン チ メ ー ト ル

横 三 セ ン チ メ ー ト ル

写 真 貼 付 欄
　 　 　 　 　 年 　 　 月 　 　 日 　 （ 　 　 　 　 歳 ）

主 要 な 経 歴

殿

令 和 　 年 　 月 　 日

所 属

   ふ 　  　 り 　   が 　  　 な

党 派
候 補 者 住 所

選 挙 区
候 補 者 経 歴 書

㊞候 補 者 氏 名

生 年 月 日

性 　 別氏
　 　 　 ふ 　 　 　 り 　 　 　 が 　 　 　 な

  名

29

●

○ 　 ○ 　 △ 　 △ 　 党

ま る ま る さ ん か く さ ん か く と う

は な こ

か ご し ま 　 花 子 女

昭 和 ○ ○ ○ ○

鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 甲 町

一 丁 目 二 番 三 号

鹿 児 島 　 花 子

○ ○ ○ ○ （ 放 送 事 業 者 ）

○ ○ 　 ○

鹿 児 島

○ ○ 年 ○ ○ 大 学 ○ ○ 学

部 卒 県 議 会 議 員 を 経 て

衆 議 院 議 員 当 選 三 回 衆

議 院 ○ ○ 委 員 長 ○ ○ 株

式 会 社 代 表 取 締 役

 ぶ  そ つ け ん ぎ  か い ぎ  い ん       へ

○ 　 ○ 　 ね ん ○ ○ ○ ○ だ い が く ○ ○ ○ ○ が く

。

。

。

。

ぎ い ん  ぎ い ん と う せ ん さ ん か い し ゅ う

 ぎ  い ん ○ ○ ○ ○  い い ん        ○   ○ か ぶ

し き が い し ゃ だ い ひ ょ う と り し ま り や く

し ゅ う

ち ょ う

記
載

例



　
　
選
挙
　
　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙

　
候
補
者
（
党
派
　
　
　
　
　
　
　
　
）

開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
書

氏

名

住

所

立

会

人
と

な

る

べ

き
者

 
 
立
会
い
す
べ
き
開
票
区

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
生

備
考
　
公
職
の
候
補
者
又
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の

者
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ

し
、
公
職
の
候
補
者
又
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

殿

開
票
区

右
の
と
お
り
本
人
の
承
諾
を
得
て
届
出
を
し
ま
す
。

令
和
　
年
　
月
　
日

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区

氏

名
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鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
Ａ
町
一
丁
目
二
番
三
号

丁
野　

五
郎昭

和 

○

○

○

○
○
○

○
○
△
△
党

鹿
児
島　

花
子

○
○

○
○

○

○
○
○

記載例

■

■

■

○

○

○

開票区が属する市町村の選挙管理委員会あて



氏

名

殿

候

補

者

承

諾

書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
け
る
開
票
立
会
人
と
な
る
べ
き

こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。

令
和
　
年
　
月
　
日

住

所

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区

31

●

丁
野　

五
郎

鹿
児
島　

花
子

●

記載例

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
Ａ
町
一
丁
目
二
番
三
号

○

○

○

■

■

■



選
挙
区

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
　
選
挙
長

　
候
補
者
（
党
派
　
　
　
　
　
　
　
　
）

氏

名

殿

令
和
　
年
　
月
　
日

　
　
選
挙
　
　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙

備
考
　
公
職
の
候
補
者
又
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ

れ
ら
の
者
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

う
こ
と
。
た
だ
し
、
公
職
の
候
補
者
又
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は

な
い
。

選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
書

右
の
と
お
り
本
人
の
承
諾
を
得
て
届
出
を
し
ま
す
。

立
会
い
す
べ
き
選
挙
区

氏

名

住

所

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
生

立
会
人
と
な
る
べ
き
者

32

丁
野　

五
郎昭

和 

○

○

○

鹿
児
島
県
第
●

○
○
△
△
党

丙
野

三
郎

鹿
児
島　

花
子

●●

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の

記載例

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
Ａ
町
一
丁
目
二
番
三
号

○

○

○

■

■

■



殿

候

補

者

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区

承

諾

書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
区
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き

こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。

令
和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

住

所

氏

名

33

●

○

○

○

丁
野　

五
郎

●

鹿
児
島　

花
子

記載例

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
Ａ
町
一
丁
目
二
番
三
号

■

■

■



住　所

氏　名

　記

1

2 　ビラの頒布予定枚数（証紙交付希望数）

3 ビラの添付 （５枚）

4 ビラの頒布責任者

住　所

氏　名

5 ビラの印刷者

住　所

氏　名（法人の場合名称）

備考

令和　　　年　　　月　　　日

候 補 者

　鹿児島県選挙管理委員会委員長　殿　　　　　　　　　　　　

選 挙 名 衆議院小選挙区選出議員選挙（鹿児島県第　　区）

　公職の候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その代理
人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示
又は提出を行うこと。ただし，公職の候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限
りではない。

　ビラの記号

　　　　　選挙運動のために使用するビラの届出書

　公職選挙法第142条第１項の規定により発行するビラは，下記のとおりでありますか
らお届けします。

34

●

●　 ●　  ●
鹿児島県鹿児島市甲町１丁目
２番３号

鹿児島　花子

法定ビラ１号（，法定ビラ２号）

70,000枚

鹿児島県鹿児島市Ｃ町１丁目２番３号

甲山　花子

鹿児島県鹿児島市Ｄ町１丁目２番３号

株式会社○○印刷

記載例

可能な限り事前審査の際にご持参ください。


